
　令和５年１０月１２日（木）　於：外務省６６９号会議室

　委　員　長 中谷　和弘

　委　　　員 三笘 裕、宮本 和之、門伝 明子、増井 良啓

抽出案件 （備考）

一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 4/38 件 審査対象：

一般競争方式（上記以外） 0/95 件

指名競争方式 0/7 件

企画競争に基づく随意契約方式 3/85 件

公募に基づく随意契約方式 0/22 件

その他の随意契約方式 5/257 件

504 件

その他
会計課調達官より「『令和５年度外務省調達改善計画』上半期にかかる自己
評価」の進め方について、各委員より了解を得られた。

委員からの意見・
質問、それに対す
る外務省の回答等

意　見　・　質　問 回　　　　　答

　別紙のとおり。 　別紙のとおり。

委員会による意見
の具申又は勧告の
内容

　なし

合　　計

令和５年度第３回（第６３回）　外務省契約監視委員会

議 事 概 要

開催日及び場所

委　　　　　員

　令和５年度第１四半期

　リモート開催



別紙

１ 物品・役務等の契約（総括表）

　（特段の意見等なし）

２ 指名停止等の運用状況

　（特段の意見なし）

３ 再度入札における一位不動状況

　（特段の意見なし）

４ 低入札価格調査制度調査対象の発生状況

　（特段の意見なし）

５ 抽出案件の審議

○ 進行中であった工事の足場を一時的に撤去
し、足場のない状態を見ていただくためと理
解したが、工事中断は外務省からの依頼によ
るものか。それとも足場はあるが工事は止
まっていたのか。

● 外務省の方から本契約事業者へ協議をし、Ｇ
７サミット期間中は足場を一時的に撤去し工
事を止めていただくよう調整をしたもの。

○ 一般的に工事を一度止めると追加費用がかか
ることがあるが、今回は特に本契約事業者か
ら請求されなかったという理解でよいか。

● 然り。なお、神社東回廊の屋根葺替え工事
は、本年１月から７月までの半年間の予定
だったが、工事を一旦止めている間も建物の
状態が損なわれることのないよう最低限の保
存措置をした上で足場を外し、Ｇ７サミット
終了後、５月下旬から足場を再び組立てた。
約２か月間工事が止まり、７月に工事終了予
定であったものが９月となり、東回廊の屋根
葺替え工事が終わっている。

○ 本契約事業者が工事を実際に行う事業者では
ないが、見積書等にて費用の妥当性チェック
は行ったか。

● ご理解のとおり本契約事業者が、国宝、史跡
建造物の修復保全に関する知見を持った工事
業者を選定している。本案件は、本契約事業
者に加え、広島県のＧ７サミット県民会議事
務局を交え、工事実施可否や工期について事
前の過程で調整を進めており、広島県のＧ７
サミット県民会議事務局からも、通常の足場
の解体および再度足場を組み立てる場合の経
費試算比較において適正であるとの意見を得
ており、本件見積価格が適正であることを外
務省としても確認をした。

委員 外務省

⑥－２０７: 「厳島神社における小規模工事」
業務委嘱



○ 本契約事業者を厳島神社としたのは、宗教法
人であることや国宝ということなど、本件事
業の特殊な理由があったのか。

● 国宝である厳島神社は、史跡建造物の修繕保
全に十分な知見を有さない事業者が工事を実
施すると、建造物や自然環境等に損壊を与え
る蓋然性がある。また、同神社には社殿等史
跡建造物の修繕保全を行う専門の部署もあ
り、現場管理をできる技術者も常駐している
ため本契約事業者として契約に至った。

○ ２０年以上、毎年契約を更新する必要がある
ものなのか。例えば２年更新などにすること
で賃料を固定するなど、安価にすることは可
能か。

● 複数年契約の相談は今まで行ったことはない
が、沖縄県内の地価が平成２６年以降上昇し
ている中で、本建物については２０１２年か
ら賃料が毎年据置きであり、賃貸借契約があ
り得る物件の中では料金も含め適正と考えて
いる。

○ ビルの賃貸借で１年更新は珍しいと思うが、
外務省で民間からビルを借り上げている物件
は大体１年単位なのか。

● 他に例があることは承知していない。

○ この事務所は何平米か。また、最近、沖縄の
不動産が値上がりしていると思うが、昨年以
前に比べて、何％ぐらい賃料の値上げがあっ
たのか、例えば５年ほどの間でどのぐらい上
がったのかデータがあれば教えていただきた
い。

● ビルの５階及び６階を借りており、合計４１
５．４２１平米である。一般的な沖縄の土地
価格との比較で言うと平成２６年から市中の
土地の価格は上昇に転じているが、例えば令
和４年の調査では１．９％地価が上昇してい
る中で、この物件については２０１２年から
定額で借り上げてきている。

○ 入居後２４年、ビルの老朽化のような問題は
ないか。また、共益費の水準は変わっていな
いのか。

● 若干の経年劣化は感じるが、事務所を運営す
る上で大きな支障は生じていない。また、同
様の機能や立地条件を備えた物件が他にある
か調べると、なかなか適当なものはないた
め、現状で、総合的に判断して現在の物件が
ベストと思われる。また、共益費の基準につ
いては、沖縄県内における一般的な金額相場
に沿ったものと理解している。

○ ウェブサイトの作成・掲載にあたっては、外
務省担当課室で知見を集めてのことと思う
が、他省庁のウェブサイトや発信情報、ホー
ムページとの連携や整合性について、チェッ
クや連携体制を整えた上で仕様を作成してい
るのか。

● 各省が取りまとめているＡＬＰＳ処理水に関
する情報全てを掲載しているわけではない
が、関係省庁が行っている取組みについて、
外務省のＡＬＰＳ処理水のポータルサイト
に、網羅的にリンクをまとめたページを作っ
ている。基本的には同ポータルサイトにて、
各省の取組みへのリンクを掲載するなど、外
務省の取組みだけでなく、各省の取組みにつ
いても閲覧できるようになっている。また、
各省庁が作成した広報コンテンツ動画なども
含め、ポータルサイト上に掲載している。

⑥－４９：「沖縄事務所建物」賃貸借契約

⑥－２２６：「ALPS処理水ポータルサイトに関
するテンプレート設計、開発等」業務委嘱

委員 外務省



○ リンク以外でも、似たようなデータを他省庁
が出している場合に、一方の省庁だけがアッ
プデートし、他省庁がアップデートしていな
いなど、齟齬がないようチェックしている
か。また、各省庁がウェブサイトに掲載して
いる情報について、省庁間での連携、ソース
を同じにする、アップデート時期を揃えると
いったことのチェックについても目配りして
いるか。

● ＡＬＰＳ処理水に関連する取組みでは、対外
的に公表する情報に齟齬がないようにするな
ど、関係省庁と日々やり取りを行っている。
各省庁で取り扱う業務の切り口が異なるた
め、必ずしも全く同じ情報の発信となる訳で
はないが、日々の業務の中で連携を行って横
のつながりを意識して取組んでいる。

○ 本案件は、ポータルサイトの設計及び立ち上
げまでで、その後のコンテンツアップデート
は含まれていないという理解で正しいか。契
約期間が９月末までであり、その後は随時外
務省の方でアップデートするのか。また、掲
載するコンテンツ自体は、どのように作って
いかれるのか。文章の他に広報コンテンツと
いうことで動画が載っているようだが、これ
らは適宜外注し、手配する予定なのか。

● 本契約内容は、ポータルサイトの構築までで
あり、アップデートについては外務省にて実
施する。また、コンテンツの中身について
は、新たな動画を作成し掲載する場合には、
改めて動画コンテンツを作成する作業を行っ
た上で、このポータルサイトに掲載する。い
わゆる広報コンテンツだけではなく、バイ会
談やマルチ会合などでやり取りした場合も含
め、日々の取り組みについて積極的に発信す
るという形で日々更新を行っている状況であ
る。

○ 外務省のＡＬＰＳ処理水海洋放出の安全性の
ページを拝見しているが、冒頭部分に、ＩＡ
ＥＡからも国際基準に合致しており問題ない
と評価されている、というような、学生が見
ても分かりやすく、そのまま引用できるよう
な短い表現があると良いかと思う。

● 大変有益なご意見、積極的に検討させていた
だく。

○ 他省庁の例として、アルプス処理水に関する
サイトに飛ぶと、モニタリング結果で国際基
準と日本の基準を比較し、日本の基準が低い
ことを数字でシンプルに出していたので非常
に分かりやすいものもある。他省庁の使いや
すいところを参考にし、統一できるところは
活用してもいいのではないか。

● こちらのご意見も積極的に参考にさせていた
だく。

○ 昨今の物価上昇により、特に運送費など物流
費が上がっている。今後、入札で落札されな
い案件が増えてくるのではないかと思うが、
検討している方策はあるか。

● ご指摘のとおり、昨今、輸送費は高騰してお
り、結果的に予定価格に収まらないというの
が実情である。方策として、可能な限り幅広
い事業者に声をかけ、多くの事業者が入札で
きるよう努力しているが、抜本的な改善とは
なっていない。また、受験者数は変わらず、
必要最低部数を紙で送る必要があることか
ら、送付部数を減らすことはできないため、
それを維持しつつ予算の確保に努めている。
抜本的な改善策としては、他省庁でこうした
国費留学生の募集・選考そのものをオンライ
ンで行えるシステムの検討を進めることが挙
げられる。

⑥－１７５： 「留学生関連情報資料等の航空
便による発送」業務委嘱

委員 外務省



○ セキュリティ上、オンラインよりも紙で行わ
ざるを得ないということだが、資料等を現地
で印刷するより、日本で印刷する方が安全な
のか。

● 然り。電子メール等で送付した場合、途中で
第三者に漏えいする恐れもある。また、在外
公館で印刷した場合でも、その過程において
漏れてしまう可能性は排除できない。それに
対し日本で資料等を印刷して送付した場合に
は、現地での作業が不要であるため、試験ま
で安全に保管することにより、より秘匿性が
担保できると考える。

○ 資料を拝見すると、予定価格と支出見込み額
との間に差があるが単価契約との関係性如
何。予算限度額と予定価格の差が出ていると
いうことか。

● 然り。予算として確保していた額と、市場価
格を元に策定した予定価格の差である。

○ 一者応札の理由如何。 ● 今回応札しなかった他の事業者に理由を聴取
したところ、人員確保が難しく、またそれに
見合う対価が得られないためとの回答があっ
た。

○ 本件は外務省、財務省、農林水産省、経済産
業省の４省合同ということだが、どこがリー
ドをとって手続きをしたのか。

● 本案件は、平成２１年度に「行政効率化推進
計画」等を受けて策定された「一括調達の運
用ルール」に基づき、複数省庁共同で一括調
達を行うこととされていることを受け、外務
省のグループとしてこの４省で共同調達を実
施しているものであり、本案件については外
務省が幹事省庁となり実施している。

○ この４省の中で一番多く使用しているのが外
務省だから幹事省庁となっているのか。

● 外務省は金額としては少ない方であり、ま
た、外務省の集荷箇所は１箇所であるのに対
し、他省庁については、多数の集荷箇所で契
約をしており、集荷箇所が多い省庁の方が需
要が多いと思料する。

○ 資料を見ると外務省はメール便がゼロ件で予
算額も一番小さく、ご説明のとおり他省庁が
圧倒的に多い状況だが、一番の利害関係者で
あるそれらの省庁がリードをとらないのは何
故か。

● 「一括調達の運用ルール」決定の際の各省庁
申し合わせにより、この４省で実施すること
になっており、４省で打ち合わせをした際
に、本案件については外務省が契約をするこ
とになっている。

○ 本案件については、外務省は他の大口の省庁
に比べ、１／６程の金額であるが、現在のオ
ペレーションで入札をするという考えが正し
いのか。集荷場所を減らすなど、金額を減ら
す工夫が他省庁はできるはずであるものの、
外務省がリードすることで他省庁にそういっ
た発想が出てこないことが懸念される。４省
庁間で分担の見直しを検討する余地はないの
か。

● 共同調達という制度で、外務省のグループは
経済産業省、農林水産省、財務省であり、当
初の建て付けとしては、物品から始まり本案
件も含む役務の調達まで、４省庁が幹事を公
平に分担していくものであり、量や、案件が
馴染んでいるかということよりも公平性が重
視され、現在に至っている経緯がある。ご指
摘のとおり、分担の見直しというのは今後も
課題となるが、現在のところは当初のものが
毎年踏襲されている。

①－４：「一般小口荷物運送」業務委嘱

委員 外務省



○ 現行システムで対応できないため改修が必要
になったということだが、現行システムで手
当ができなくなった理由は、法令改正や制度
改正があったからか。それともシステム導入
時にこの支給割合の対応を組み込めていな
かったからなのか。

● システム導入当時は、超過勤務に関わる割合
が一定程度の割合で決められており、その範
囲内で支給計算をしていたが、その後、全て
の時間に対して適正な支給が必要だという議
論がなされ、その結果として対応が必要と
なった。

○ 従来は残業代がきちんと払えていないシステ
ムを組んでいたということか。

● 時間数に対して超過勤務手当はきちんと支給
していたが、平日の深夜の割合が、平日の一
定の勤務時間内に比べて上がる計算が設定さ
れていなかった。そのため現行システムを改
修する必要が生じた。

○ 令和４年度の作業を継続して本年度も実施す
る旨の記載があるが、令和４年度分及び今年
度においてシステムが完成する９月末までは
支給してなかったということか。

● 今年度の作業は終わっており、１０月分から
支給できるようになっている。また、１０月
分以前についても、遡及して支給できる改修
を行っている。

○ 令和４年度に作成した成果物をどのように活
用したのか。また、内容の評価についてはど
のように考えているか。

● この成果物をベースに、システム化計画の最
新化、詳細化や要件定義書の見直しを行うと
ともに仕様書の作成を行っている。業務の内
容については、かなり幅広く意見聴取等も行
い多岐に渡り検討いただき、令和６年度から
のシステム開発に非常に資する内容となって
おり高く評価している。

○ 予定価格算出根拠で、Ａ社とＢ社で大きな乖
離があったが、その理由如何。例えばＢ社は
価格が高いがセキュリティが充実しているな
ど、違いの根拠は確認したのか。単にノウハ
ウがないから、教育から時間かかってしまう
などのように、安い方の事業者でも成果物は
同じレベルのものを期待できるが、高い方の
予算があれば、そちらの方が適切だったのか
など、そのような観点で検討は行ったのか。

● 昨年度からの継続案件ということもあり、知
見を蓄積されている事業者の方が期待される
成果が大きく、価格が高いから成果も大きい
ということではないと思料する。

○ 令和４年のシステム化計画書を作成したのも
本契約事業者か。

● 然り。

⑥－２３: 「人事給与関係業務システムの機能
改善」業務委嘱

①－２６: 「次世代在外経理統合システム開発
に係るコンサルティング」業務委嘱

委員 外務省



○ 今回一者応札であるが、プロジェクトの途中
から入ると以前のプロジェクトを確認してか
らでないと本件作業ができず、コストが見合
わないことから、普通に考えて他事業者は排
除される。第一弾のシステム化計画書を作っ
た事業者が今回のコンサルティングをやった
ほうが効率的というのは常識的に考えられる
が、計画書作成と本案件のコンサルティング
を２つに分ける意味があったのか。それより
は一気に２年分の案件とし、入り口のところ
で競争性を確保した方が良かったのではない
かと思うが、そのようなアプローチを取らな
かった理由はあるのか。

● 当初は２箇年の国庫債務負担行為による措置
も検討した案件だが、予算の都合により単年
度となった経緯がある。

○ 企画競争あるいは随意契約にしろ、参入可能
な他事業者はいないと理解せざるを得ない
が、例えば先進国、あるいは英語圏のみを抜
き出してグルーピングすれば、他事業者も参
入できる可能性はあるのか。

● 応募者の関心事項や専門分野は多様であるた
め様々な選択肢から最適なポストを割り当て
ることが肝要である。また、応募者側にとっ
ても選択肢は多ければ多い方がよいはずであ
り、特定のポストを抜き出した場合にこれま
でどおりの応募者数を確保できるか疑問。加
えて、統一的かつ効率的な労務管理の観点か
らも、全地域一律で募集する効果は高いと考
えられる。
他事業者不在の理由の一つとしては、本契約
事業者が他の派遣契約よりも低い利益率で運
営していることがあげられる。

○ 在外公館において業務上で重要な部分を担っ
ており、その派遣事業は本契約事業者以外に
は履行ができないとの理解でよいか。

● 派遣職員である点で身分の違いはあるもの
の、実態として日本から派遣される在外公館
館員と同様の役割を担い、相当な戦力として
御活躍いただいている。また、本契約事業者
については、人事管理、報酬等の支払い、派
遣に係る採用試験、研修など、一連の派遣に
係る業務をこれまでの経験を生かし効率的に
対応してきており、同者以外に受託可能な事
業者は現時点では確認されていない。

○ 他国でも世界規模に大使館を展開し、スタッ
フを雇用しているはずだが、現地雇用を別に
すれば、例えばある国で本省以外に民間に委
ね派遣という形は比較的あることなのか。

● 外交関係の経験のない者が会議等の外交の場
に外交団の一員として参加しているケースが
あると承知しているものの、派遣形態等の詳
細については承知していない。

④－５４: 「在外公館専門調査員派遣」業務委
嘱

④－５５: 「在外公館派遣員派遣」業務委嘱

④－５６：「在外公館技術派遣員派遣」業務委
嘱

委員 外務省



○ 審査結果について、本契約事業者が獲得した
点数はこれまでに契約した中で高いのか低い
のか。また、改善が見込まれる点数であれば
その点に関連して本契約事業者とやりとりは
しているか。

● 点数については、その時々で審査員が変わる
場合があり、多少の上下はあるものの、例年
大きな変動はないと認識している。
契約期間中においても、日常的なやりとりを
通じて執行状況のフォロー、為替変動の影
響、派遣員や専門調査員に関する突発事態等
に対応しており、契約内容の改善に日々努め
ている。昨年度においては例えば、円安や航
空賃の上昇等の影響により経費が増大した
が、その際には関係予算の執行のペースや支
出見込み額の管理について日常的なやり取り
を通じて改善を申し入れた。また、派遣員、
技術派遣員、専門調査員の契約はそれぞれ別
の契約ではあるが、業務上の無駄を省き効率
化を図る観点で改善案を提示してもらった上
でやり取りを通じて改善策をともに検討して
きている。

○ ３件に共通しているが、在外基本手当が改定
されたことを受け、その改定が遡及して適用
することが変更契約に記載している。増額し
た分、業務費を減らしたため総額は変わらな
いということだが、事業者に負担させたよう
に見えてしまうので、省庁での契約の仕方と
して、安く契約することは非常に重要である
が、フェアトレード、フェアディーリングで
やるべきだと思う。事業者のミスでコストが
増えた分は負担してもらって構わないと思う
が、フェアにやっているということが分かり
やすい内容となるよう今後は運用した方がい
いと思料する。一方でもし事業者がこれを吸
収できるのであれば、もともとその分の余裕
を持って契約をしている可能性もあるとこ
ろ、留意する必要もあるかと思料する。

● 御指摘を踏まえつつ、これまでと同様に引き
続き事業者に責任や負担を強いることがない
よう、透明性、公正性を担保しつつ運用して
まいりたい。

○ 一者応札になっているが、広告期間も比較的
長めに取り、契約の履行期限も余裕があり、
また納入する物品も特殊なものがあるように
見えない状況下にも関わらず、なぜ一者応札
になってしまったのか。

● 現在、報道でも伝えられているとおり、出荷
調整などによる医薬品不足が多品目にわた
り、平時であれば応札可能な事業者であって
も、今回は当省の調達希望品目や数量に対応
できないという事業者が多く、一者応札と
なった。

○ 新たに医薬品を送る場合、過去に在外公館に
送付した期限切れ等で残った医薬品は、外務
本省に返送するのではなく現地で廃棄するの
か。また、廃棄したことを実際に確認してい
るか。

● 現地で医療廃棄物処理業者に依頼し、現地法
に従って適法に廃棄している。実際の廃棄個
数を本省で確認することは行っていないが、
各在外公館で台帳記載して管理している。

委員 外務省

①－１８：「医薬品及び医療用品類」の購入



○ 環境配慮契約法の裾切り方式についてご説明
をお願いしたい。

● 裾切り方式は、温室効果ガス排出削減のため
の基準値を満たした事業者の中から落札者を
決定する方式である。基準値というのは１キ
ロワットアワーあたりの二酸化炭素排出係
数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能
エネルギーの導入状況、グリーン電力証書の
調達者への譲渡予定量、省エネルギー節電に
関する情報提供との取り組みについて点数で
評価し、７０点以上を取った事業者だけが入
札に参加できる方式である。

○ 資料で再エネ率を指定しないということが記
載されているが、この話とは異なるのか。

● あくまでも入札に参加できるかどうかの条件
である。

○ 一般的に電気料金が値上がりしている状況
で、今回の落札価格が９７．５％だがこれの
評価について伺いたい。

● 現在電気料金が高騰しているところもあり、
妥当なものと考えている。

①－９：「外務省本省庁舎電気供給」業務委嘱

委員 外務省


